
 

 
 

 小田原市消防計画の改正案に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市消防計画の改正 

政策等の案の公表の日 令和２年２月 14日（金） 

意見提出期間 令和元年 12 月 13 日（金）から令和２年１月 14 日（火）ま

で 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、１市５町の市役所・町

役場、ホームページなど） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数）     ２件 （２人） 

 インターネット     ０人 

 ファクシミリ     ２人 

 郵送     ０人 

 直接持参     ０人 
 

無効な意見提出     ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ０ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ０ 

Ｄ その他（質問など） ２ 

 

 

 

 

 

 



 

〈具体的な内容〉 

 (1) 消防団員の確保等に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 消防団員の確保が困難であ

る状況で中井・大井・松

田・山北町は【消防団協力

事業制度】の活用がない。

相応の対応が必要だと考え

る。企業もＣＳＲ（企業の

社会的責任）の側面や顧客

のイメージアップを図れる

事を周知徹底すべき。 

Ｄ 足柄１市５町（南足柄市、中井町、大井

町、松田町、山北町、開成町）の消防団に

関する事務については各市町が所管してい

るため、本消防計画に掲載する内容には該

当しません。 

(2) ＡＥＤの使用方法に係る広報等に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ ＡＥＤは救命に必要だが、

公民館等緊急時に鍵がある

施設がある。川崎市等で

は、緊急時には窓ガラスを

割ってＡＥＤの使用をして

も良いとホームページや広

報等で掲載している。掲載

を検討すべき。 

Ｄ 本件については、個別事業の詳細な事項で

あるため本消防計画に掲載する内容には該

当しませんが、ＡＥＤの使用方法に係る広

報の仕方等については、担当課において検

討します。 

 

４ 提出意見と関係なく変更した点 

 計画案との差異 市の考え方 

１ 「1-2 消防職員人材育成事

業」の「男女平等参画」の

表現を「男女共同参画」と

します。 

「男女共同参画」の表現の方が、事業内容に見合っ

た表現のため変更するものです。 

２ 「 2-2-4 医療機関連携事

業」の「2 施策の方向性

（目的）（１）救急ワーク

ステーションの整備」の本

文中「小田原市立病院内」

の表現を削除します。 

事業の場所について、方向性が決定していない中で

具体的な表現となっていたため削除するものです。 

 


